
※支給額 < >内は、生産性要件を満たした場合の支給額。

※生産性要件や、１事業主あたりの支給回数および中小企業の範囲など詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください（最終ページ参照）。
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（注意）育児休業等支援コース（育休取得時・職場復帰時）との併給できません。
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